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別掲３

都道府県 提出先・問合せ先
住所

電話番号

〒064-8518
札幌市中央区南22条西6丁目2-22

直通 011-330-8807

〒980-0014
仙台市青葉区本町3-3-1（仙台合同庁舎A棟）

直通 022-221-6214

〒330-9722
さいたま市中央区新都心2-1（さいたま新都心合同庁舎2号館）

直通 048-740-1003

〒920-8566
金沢市広坂2-2-60（金沢広坂合同庁舎）

直通 076-232-4314

〒460-8516
名古屋市中区三の丸1-2-2

直通 052-223-4624

〒602-8054
京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町（京都農林水産総
合庁舎）

直通 075-414-9023

〒700-8532
岡山市北区下石井1-4-1（岡山第2合同庁舎）

直通 086-224-9413

〒860-8527
熊本市西区春日２丁目１０番１号（熊本地方合同庁舎）

直通 096-300-6254

〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1（那覇第2地方合同庁舎2号館）

直通 098-866-1653

※ メールによる提出を希望される方は、メールアドレスを提出先にお問合せください。

沖縄県
内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課
（野菜担当）

滋賀県・京都府・大阪
府・兵庫県・奈良県・和
歌山県

近畿農政局生産部園芸特産課
（野菜担当）

鳥取県・島根県・岡山
県・広島県・山口県・徳
島県・香川県・愛媛県・
高知県

中国四国農政局生産部園芸特産課
（野菜担当）

福岡県・佐賀県・長崎
県・熊本県・大分県・宮
崎県・鹿児島県

九州農政局生産部園芸特産課
（野菜担当）

茨城県・栃木県・群馬
県・埼玉県・千葉県・東
京都・神奈川県・山梨
県・長野県・静岡県

関東農政局生産部園芸特産課
（野菜担当）

新潟県・富山県・石川
県・福井県

北陸農政局生産部園芸特産課
（野菜担当）

岐阜県・愛知県・三重県
東海農政局生産部園芸特産課
（野菜担当）

令和８年度（令和７年度補正）国産青果物安定供給体制構築事業（青果物流通合理化支援）の
公募に係る申請書類提出先及び問合せ先

北海道
北海道農政事務所生産経営産業部生産支援課
（野菜担当）

青森県・岩手県・宮城
県・秋田県・山形県・福
島県

東北農政局生産部園芸特産課
（野菜担当）



別掲４ 

国産青果物安定供給体制構築事業のうち青果物流通合理化支援 

（サプライチェーン連携強化推進事業）の審査基準 

 

サプライチェーン連携強化推進事業の補助金交付候補者の選定に係る審査基準について、審査

項目及び採点基準は以下のとおりとする。 

本審査基準に基づき申請ごとに採点（ポイント化）し、ポイントの合計値の高い順から採択優

先順位を定め、予算の範囲内で補助金交付候補者を選定する。ただし、事業の要件を満たす場合

であっても、次の場合に該当する者は不採択とする。 

・過去３か年に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）

第 17 条第１項又は第２項に基づく交付決定取消しのある応募者（共同機関を含む。）であ

る場合 

・審査項目のうち加算ポイントを除く項目について、０ポイントと採点された項目がある場合 

 

審査項目 採点基準 

事業内容 事業実施計画の内容は、事業の目的に沿い、具体的かつ妥当なものとなって
いるか。 

・なっている   ＝ ５ポイント 
・概ねなっている ＝ ３ポイント 
・なっていない  ＝ ０ポイント 

事業実施計画全体のスケジュールは、無理がなく、実現性のあるスケジュー
ルとなっているか。 
・なっている   ＝ ５ポイント 
・概ねなっている ＝ ３ポイント 
・なっていない  ＝ ０ポイント 

成果目標 成果目標は、事業内容に応じた適切な指標となっているか。 
・なっている   ＝ ５ポイント 
・概ねなっている ＝ ３ポイント 
・なっていない  ＝ ０ポイント 

実証により実現しようとしているデータ連携の計画やその効果について指
標を設定しており、適切な指標となっているか。 

・なっている   ＝ ５ポイント 
・概ねなっている ＝ ３ポイント 
・なっていない  ＝ ０ポイント 

実施体制 事業内容と担当する実施者の役割が明確になっており、それぞれの事業内容
を適切に実施できる者が参画した体制となっているか。 

・なっている   ＝ ５ポイント 
・概ねなっている ＝ ３ポイント 
・なっていない  ＝ ０ポイント 

事業実施主体は、事業を適切に実施することができる経理処理能力を有して
いるか。 

・有している   ＝ ５ポイント 
・概ね有している ＝ ３ポイント 
・有していない  ＝ ０ポイント 

事業費 
事業内容に対して必要経費の積算が効率的かつ適正なものとなっているか。 
・適正である   ＝ ５ポイント 
・概ね適正である ＝ ３ポイント 
・適正でない   ＝ ０ポイント 



加算ポイント 事業実施主体の構成員が環境負荷低減事業活動の促進に取り組んでいる又
は取り組む見込みであるか。 

・以下のいずれかに該当する場合 ＝ ２ポイント 
ア 事業実施主体の構成員が、環境と調和のとれた食料システムの確立のた

めの環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律（令和４年法律第 37 号。
以下「みどりの食料システム法」という。）に基づき、以下のいずれかの
計画の認定を受けている又は交付決定までに認定を受ける見込みがある
場合。 

（ア）みどりの食料システム法第 19 条第１項に規定する環境負荷低減事業
活動実施計画又はみどりの食料システム法第 21 条第１項に規定する特
定環境負荷低減事業活動実施計画 

（イ）みどりの食料システム法第 39 条第１項に規定する基盤確立事業実施
計画 

イ 事業実施地域がみどりの食料システム法第 16 条第１項に規定する基本
計画で定められた特定区域の全部又は一部を含む場合又は交付決定まで
に特定区域の設定が見込まれる場合。 

事業実施主体の構成員がスマート農業技術活用の促進に取り組んでいる又は
取り組む見込みであるか。 

・以下に該当する場合 ＝ ３ポイント 
事業実施主体の構成員が、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術

の活用の促進に関する法律（令和６年法律第 63 号）第７条第１項に基づき、
生産方式革新実施計画の認定を受けている場合又は事業実施終了までに認
定を受ける見込みがある場合。 

 



国産青果物安定供給体制構築事業のうち青果物流通合理化支援 

（流通体制合理化実証事業）の審査基準 

 

流通体制合理化実証事業の補助金交付候補者の選定に係る審査基準について、審査項目及び採

点基準は以下のとおりとする。 

本審査基準に基づき申請ごとに採点（ポイント化）し、ポイントの合計値の高い順から採択優

先順位を定め、予算の範囲内で補助金交付候補者を選定する。ただし、事業の要件を満たす場合

であっても、次の場合に該当する者は不採択とする。 

・過去３か年に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）

第 17 条第１項又は第２項に基づく交付決定取消しのある応募者（共同機関を含む。）であ

る場合 

・審査項目のうち加算ポイントを除く項目について、０ポイントと採点された項目がある場合 

 

審査項目 採点基準 

事業内容 事業実施計画の内容は、事業の目的に沿い、具体的かつ妥当なものとなって
いるか。 

・なっている   ＝ ５ポイント 
・概ねなっている ＝ ３ポイント 
・なっていない  ＝ ０ポイント 

事業実施計画全体のスケジュールは、無理がなく、実現性のあるスケジュー
ルとなっているか。 

・なっている   ＝ ５ポイント 
・概ねなっている ＝ ３ポイント 
・なっていない  ＝ ０ポイント 

成果目標 本事業で取り組む青果物の出荷経費が 10％以上削減されること又は出荷関
連作業に係る労働時間が 10％以上削減されること。 

・30％以上 ＝ ５ポイント 
・25％以上 ＝ ４ポイント 
・20％以上 ＝ ３ポイント 
・15％以上 ＝ ２ポイント 
・10％以上 ＝ １ポイント 
・10％以下 ＝ ０ポイント 

実施体制 事業内容と担当する実施者の役割が明確になっており、それぞれの事業内容
を適切に実施できる者が参画した体制となっているか。 

・なっている   ＝ ５ポイント 
・概ねなっている ＝ ３ポイント 
・なっていない  ＝ ０ポイント 

事業実施主体は、事業を適切に実施することができる経理処理能力を有して
いるか。 

・有している   ＝ ５ポイント 
・概ね有している ＝ ３ポイント 
・有していない  ＝ ０ポイント 

事業費 
事業内容に対して必要経費の積算が効率的かつ適正なものとなっているか。 
・適正である   ＝ ５ポイント 
・概ね適正である ＝ ３ポイント 
・適正でない   ＝ ０ポイント 



加算ポイント 事業実施主体の構成員が環境負荷低減事業活動の促進に取り組んでいる又
は取り組む見込みであるか。 

・以下のいずれかに該当する場合 ＝ ２ポイント 
ア 事業実施主体の構成員が、環境と調和のとれた食料システムの確立のた

めの環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律（令和４年法律第 37 号。
以下「みどりの食料システム法」という。）に基づき、以下のいずれかの
計画の認定を受けている又は交付決定までに認定を受ける見込みがある
場合。 

（ア）みどりの食料システム法第 19 条第１項に規定する環境負荷低減事業
活動実施計画又はみどりの食料システム法第 21 条第１項に規定する特
定環境負荷低減事業活動実施計画 

（イ）みどりの食料システム法第 39 条第１項に規定する基盤確立事業実施
計画 

イ 事業実施地域がみどりの食料システム法第 16 条第１項に規定する基本
計画で定められた特定区域の全部又は一部を含む場合又は交付決定まで
に特定区域の設定が見込まれる場合。 

事業実施主体の構成員がスマート農業技術活用の促進に取り組んでいる又は
取り組む見込みであるか。 

・以下に該当する場合 ＝ ３ポイント 
事業実施主体の構成員が、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術

の活用の促進に関する法律（令和６年法律第 63 号）第７条第１項に基づき、
生産方式革新実施計画の認定を受けている場合又は事業実施終了までに認
定を受ける見込みがある場合。 

 

 


